
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 内 部 監 査 規 程 等 新 旧 対 照 表 
改    正    前 改    正    後 

 
国立大学法人京都大学内部監査規程 

（平成１７年６月１４日総長裁定） 
 
（前 略） 
（監査の実施） 

第３条 監査は、監査室が実施する。 
２ 監査は、原則として、実地監査により行う。

ただし、状況によっては、監査を受ける部局等

（各研究科等（各研究科、各附置研究所、附属

図書館、医学部附属病院及び各センター（国立

大学法人京都大学の組織に関する規程（平成１

６年達示第１号。以下この項において「組織規

程」という。）第３章第７節及び第８節並びに

第８節の３から第１２節までに定める施設等及

び組織規程第８節の２に定める犬山キャンパス

運営協議会をいう。）をいい、組織規程第５６

条第１項の部局事務部等を含む。）、事務本部

及び各共通事務部をいう。以下「監査の対象部

局」という。）から書類等を取り寄せ、書面審

査により行うことができる。 
（後 略） 
 
 
 
 

京都大学事務委任等規程 

（昭和４５年１０月３１日総長裁定） 
 
（前 略） 

第２条 この規程において「部局」とは、各研究

科等（各研究科、各附置研究所、医学部附属病

院、附属図書館、各センター等（国立大学法人

京都大学の組織に関する規程（平成１６年達示

第１号。以下この項において「組織規程」とい

う。）第３章第７節から第１１節まで（第４７

条第１項に定める組織のうち図書館機構を除

く。）に定める施設等をいう。）をいい、組織

規程第５６条第１項の部局事務部等を含む。）、

 
 
 
 
 
（監査の実施） 

第３条  （同 左） 
２ 監査は、原則として、実地監査により行う。

ただし、状況によっては、監査を受ける部局（各

研究科等（各研究科、各附置研究所、附属図書

館、医学部附属病院及び各センター等（国立大

学法人京都大学の組織に関する規程（平成１６

年達示第１号。以下この項において「組織規程」

という。）第３章第７節から第１２節までに定

める施設等をいう。）をいい、組織規程第５６

条第１項の部局事務部等を含む。）及び各共通

事務部をいう。以下「監査の対象部局」という。）

から書類等を取り寄せ、書面審査により行うこ

とができる。 
 
 
 

附 則（令和８年３月総長裁定） 
この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 
 
 
 
 
 
第２条 この規程において「部局」とは、各研究

科等（各研究科、各附置研究所、医学部附属病

院、附属図書館、各センター等（国立大学法人

京都大学の組織に関する規程（平成１６年達示

第１号。以下この項において「組織規程」とい

う。）第３章第７節から第１１節まで（第４７

条の２の規定により定める組織のうち図書館機

構を除く。）に定める施設等をいう。）をいい、

組織規程第５６条第１項の部局事務部等を含



 
 

改    正    前 改    正    後 
各共通事務部及び組織規程第５７条第１項の監

査室をいう。 
２～８ （略） 
第３条 総長は、各部局並びに事務本部の各部、

総長オフィス、プロボストオフィス、CFOオフ

ィス、広報室、インスティテューショナル・リ

サーチ室、国際交流室、監事支援室、不正防止

実施本部事務室及び事務改革推進室（以下「事

務本部の各組織」という。）の長に、旅行命令

又は旅行依頼に関する権限のうち、それぞれ当

該部局又は事務本部の各組織の教職員等に対し

旅行命令を発し、及び当該部局又は事務本部の

各組織の教職員等以外の者に対し当該部局又は

事務本部の各組織の用務に係る旅行依頼を発す

る権限を委任する。 
第４条 総長は、人事事務のうち、部局又は学系

若しくは全学教員部における次の各号に掲げる

権限については、教員にあっては当該教員が所

属する学系又は全学教員部（以下「学系等」と

いう。）の長（全学教員部にあっては当該教員

が所属する全学機能組織（国立大学法人京都大

学教員選考規程（平成２７年達示第７６号）第

２条第３項に定めるものをいう。）又は教育研

究組織（国立大学法人京都大学教員選考規程第

２条第２項に定めるものをいう。）を担当する

理事。以下同じ。）に、教職員等（教員を除く。）

にあっては当該部局の長に委任する。この場合

において、学系等の長は、必要と認めるときは、

委任された事項について、当該学系等及び部局

の定めるところにより、当該部局の長に再委任

することができる。 
(1) 教職員等が労働者災害補償保険法（昭和２２

年法律第５０号）に基づく補償又は保険給付

を請求する場合における事業主が行うべき証

明に係る権限 
(2) 教職員（次の表の左欄に掲げる者を除く。）

の兼業（次の表の右欄に掲げる場合を除く。）

の許可、不許可を決定する権限 

む。）、各共通事務部及び組織規程第５７条第

１項の監査室をいう。 
２～８ （同 左） 
第３条 総長は、各部局の長に、旅行命令又は旅

行依頼に関する権限のうち、それぞれ当該部局

の教職員等に対し旅行命令を発し、及び当該部

局の教職員等以外の者に対し当該部局の用務に

係る旅行依頼を発する権限を委任する。 
 
 
 
 
 
 
 
第４条  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)  
 
 
 
(2)  
 
 

（同 左） 



 
 

改    正    前 改    正    後 
１ 部局及び学系の長 
２ 一般職俸給表（一）

の適用を受ける者のう

ち、組織規程第４６条

の３第１項に定める事

業推進組織（以下この

表において「事業推進

組織」という。）及び

組織規程第５７条第１

項に定める監査室並び

に京都大学事務組織規

程（平成１６年達示第

６０号）別表１及び別

表２に定める事務組織

（以下この表において

「事務組織」という。）

に勤務する者 
３ 特定有期雇用教職員

就業規則第２条第１項

第６号に定める特定職

員（同規則第２２条第

４項に定める短時間勤

務特定職員を除く。）

のうち、事務組織に勤

務する者 
４  
５  
６ 国立大学法人京都大

学教職員の再雇用に関

する規程（平成１６年

達示第７８号）第３条

の２第１号に定める再

雇用職員のうち、事業

推進組織及び事務組織

に勤務する者 

１ 商業、工業又は金融

業その他営利を目的と

する会社その他の団体

の役員、顧問又は評議

員の職を兼ねる場合 
２ 自ら営利企業を営む

場合（名義人が他人で

あつても本人が営利企

業を営むものと客観的

に判断される場合を含

む。） 

２～４ （略） 
（中 略） 

第９条の４ 総長は、ライフサイエンス研究等に

１ 部局及び学系の長 
２ 事務職員及び施設系

技術職員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 特定有期雇用教職員

就業規則第２条第１項

第６号に定める特定職

員（同規則第２２条第

４項に定める短時間勤

務特定職員を除く。）

のうち、前項に相当す

る者 
４  
５  
６ 国立大学法人京都大

学教職員の再雇用に関

する規程（平成１６年

達示第７８号）第３条

の２第１号に定める再

雇用職員のうち、第２

項に相当する者 
 

１ （同 左） 
 
 
 
 
２ （同 左） 

２～４ （同 左） 
 
第９条の４ 総長は、ライフサイエンス研究等に

（略） （同 左） 



 
 

改    正    前 改    正    後 
おける倫理の保持、安全の確保等に関する事務

のうち、次の各号に掲げる事務について、京都

大学におけるライフサイエンス研究等に係る倫

理の保持、安全の確保等に関する規程（平成２

７年達示第７２号）の定めるところにより、部

局（事務本部を含む。）の長（事務本部にあっ

ては研究倫理担当の理事とする。）に委任する。 
 
 
 
 
 
 

(1) 人を対象とする生命科学・医学系研究に関す

る倫理指針（令和３年文部科学省・厚生労働

省・経済産業省告示第１号）に定める研究に

係る監督、許可等（同指針第１１第３項第１

号の規定によるものを除く。） 
(2) 遺伝子治療等臨床研究に関する指針（平成２

７年厚生労働省告示第３４４号）に定める研

究に係る監督、許可等（同指針第１６第４項

第３号並びに第３１第４項第２号及び第３号

の規定によるものを除く。） 
（中 略） 

第１２条 第３条及び第４条第１項の規定により

委任を受けた各部局、各学系等又は事務本部の

各組織の長並びに第４条第２項の規定により当

該事務を専決することとされた各部局又は各学

系等の長は、その事務を、部局又は事務本部の

各組織にあっては当該部局又は事務本部の各組

織の職員に、学系等にあっては当該学系等の事

務を処理する事務組織の職員に専決させること

ができる。この場合において、当該部局、学系

等又は事務本部の各組織の長は、その専決をさ

せる者及び範囲を定め、これを当該専決をさせ

る者に通知しなければならない。 
（後 略） 
 

おける倫理の保持、安全の確保等に関する事務

のうち、次の各号に掲げる事務について、京都

大学におけるライフサイエンス研究等に係る倫

理の保持、安全の確保等に関する規程（平成２

７年達示第７２号）の定めるところにより、部

局の長（組織規程第４７条の規定により定める

組織（グローバル・エンゲージメント・オフィ

ス及び情報環境機構を除く。）、第４７条の２

の規定により定める組織（プロボストオフィス

及び学務部に限る。）及び第４７条の３の規定

により定める組織（成長戦略本部及び環境安全

保健機構を除く。）にあっては研究倫理担当の

理事とする。）に委任する。 
(1)  
 
 
 
 
(2)  
 
 
 
 
 

第１２条 第３条及び第４条第１項の規定により

委任を受けた各部局、各学系等の長並びに第４

条第２項の規定により当該事務を専決すること

とされた各部局又は各学系等の長は、その事務

を、部局にあっては当該部局の職員に、学系等

にあっては当該学系等の事務を処理する部局の

職員に専決させることができる。この場合にお

いて、当該部局、学系等の長は、その専決をさ

せる者及び範囲を定め、これを当該専決をさせ

る者に通知しなければならない。 
 
 
 

附 則（令和８年３月総長裁定） 

（同 左） 



 
 

改    正    前 改    正    後 
 
 
 

京都大学における研究資源アーカイブに関

する規程 

（平成２２年３月１６日総長裁定） 
 
（前 略） 

第３条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員で

組織する。 
(1) 総長が指名する理事 若干名 
(2) 運営責任部局及び連携部局の長 
(3) 附属図書館長、情報環境機構長及び大学文書

館長 
(4) 運営責任部局及び連携部局の教員 若干名 
(5) 部局（各研究科、各附置研究所、附属図書館、

医学部附属病院及び各センター（国立大学法

人京都大学の組織に関する規程（平成１６年

達示第１号）第３章第７節及び第８節並びに

第８節の３から第１１節までに定める施設等

をいう。）をいう。以下同じ。）の長（第２

号及び第３号に掲げる者を除く。） 若干名 
(6) その他総長が必要と認めた者 

２～４  （略） 
（後 略） 
 
 
 
 

京都大学名誉フェローの称号授与に関する

規程 

（平成２５年３月１９日総長裁定） 
 
（前 略） 
（推薦） 

第３条 部局（各研究科、各附置研究所、附属図

書館、医学部附属病院及び各センター等（国立

大学法人京都大学の組織に関する規程（平成１

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
第３条  
 

(1)  
(2)  
(3) 
 
(4)  
(5) 部局（各研究科、各附置研究所、附属図書館、

医学部附属病院及び各センター（国立大学法

人京都大学の組織に関する規程（平成１６年

達示第１号）第３章第７節から第１１節まで

に定める施設等をいう。）をいう。以下同じ。）

の長（第２号及び第３号に掲げる者を除く。） 

若干名 
(6)  

２～４ 
 

附 則（令和８年３月総長裁定） 
この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
第３条 部局（各研究科、各附置研究所、附属図

書館、医学部附属病院及び各センター等（国立

大学法人京都大学の組織に関する規程（平成１

（同 左） 

（同 左） 



 
 

改    正    前 改    正    後 
６年達示第１号。以下この項において「組織規

程」という。）第３章第７節及び第８節並びに

第８節の３から第１１節まで（組織規程第４７

条に定める組織のうち図書館機構を除く。）に

定める施設等をいう。）の長は、名誉フェロー

の称号を授与することが適当と認められる者を

推薦する場合は、理事又は副学長（当該推薦理

由に係る業務を担当する理事又は副学長をい

う。以下同じ。）に名誉フェロー称号授与候補

者の推薦をするものとし、当該理事又は副学長

は、当該推薦に基づき、総長及び理事で構成す

る会議において名誉フェローの称号授与につい

て発議する。 
２～４ （略） 

（後 略） 

 

 

 

 

京都大学における履修証明プログラムに関

する規程 

（平成２６年１月７日総長裁定） 
 
（前 略） 
（開設） 

第３条 履修証明プログラムは、社会人等の学生

以外の者を対象として、体系的な知識、技術等

の習得を目指す課程とする。 
２ 履修証明プログラムは、部局（各研究科、各

附置研究所、医学部附属病院及び各センター等

（国立大学法人京都大学の組織に関する規程

（平成１６年達示第１号）第３章第７節及び第

８節並びに第９節から第１１節までに定める施

設等をいう。）をいう。以下同じ。）又は複数

の部局が共同して開設することができる。 
（後 略） 
 
 

６年達示第１号。以下この項において「組織規

程」という。）第３章第７節から第１１節まで

（組織規程第４７条に定める組織のうち図書館

機構を除く。）に定める施設等をいう。）の長

は、名誉フェローの称号を授与することが適当

と認められる者を推薦する場合は、理事又は副

学長（当該推薦理由に係る業務を担当する理事

又は副学長をいう。以下同じ。）に名誉フェロ

ー称号授与候補者の推薦をするものとし、当該

理事又は副学長は、当該推薦に基づき、総長及

び理事で構成する会議において名誉フェローの

称号授与について発議する。 
 
２～４ （略） 

 
附 則（令和８年３月総長裁定） 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
（開設） 

第３条  （同 左） 
 
 
２ 履修証明プログラムは、部局（各研究科、各

附置研究所、医学部附属病院及び各センター等

（国立大学法人京都大学の組織に関する規程

（平成１６年達示第１号）第３章第７節から第

１１節までに定める施設等をいう。）をいう。

以下同じ。）又は複数の部局が共同して開設す

ることができる。 
 
 
 



 
 

改    正    前 改    正    後 
京都大学名誉博士称号授与規程実施細則 

（平成１５年１月２８日総長裁定） 
 
（前 略） 
（定義） 

第２ この細則において、「部局」とは、各研究

科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病

院、各センター等（国立大学法人京都大学の組

織に関する規程（平成１６年達示第１号）第３

章第７節及び第８節並びに第８節の３から第１

１節に定める施設等をいう。）をいう。 
２ この細則において、「関係研究科」とは、名

誉博士の称号を授与しようとする者に係る規程

第２条第１号又は第２号の功績に対応した研究

科をいう。 
（後 略） 
 
 
 
 

京都大学基金を通じたクラウドファンディ

ングの実施に関する規程 

（令和３年７月１３日総長裁定） 
 
（前 略） 
（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用

語の意義は、それぞれ各号に定めるところによ

る。 
(1)～(5)  （略） 
(6) 部局 各研究科、各附置研究所、附属図書館、

医学部附属病院及び各センター等（国立大学

法人京都大学の組織に関する規程（平成１６

年達示第１号）第３章第７節及び第８節並び

に第８節の３から第１１節までに定める施設

等をいう。）並びに事務本部をいう。 
（中 略） 
（実施の申請） 

 
 
 
 
（定義） 

第２ この細則において、「部局」とは、各研究

科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病

院、各センター等（国立大学法人京都大学の組

織に関する規程（平成１６年達示第１号）第３

章第７節から第１１節に定める施設等をいう。）

をいう。 
２     （同 左） 
 
 
 
 

附 則（令和８年３月総長裁定） 
この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 
 
 
 
 
 
 
（定義） 

第２条  
 
 

(1)～(5) 
(6) 部局 各研究科、各附置研究所、附属図書館、

医学部附属病院及び各センター等（国立大学

法人京都大学の組織に関する規程（平成１６

年達示第１号）第３章第７節から第１１節ま

でに定める施設等をいう。）をいう。 
 
 
（実施の申請） 

（同 左） 



 
 

改    正    前 改    正    後 
第４条 実施責任者は、クラウドファンディング

を実施しようとするときは、所属部局の長（事

務本部にあっては、プロジェクトの内容に応じ、

所掌する理事又は副学長。以下同じ。）の承認

を得た上で、別紙様式により担当理事に申請す

るものとする。 
（後 略） 
 
 
 
 

国立大学法人京都大学が実施する会議等に

おける飲食費支出基準 

（平成２５年３月１日総長裁定） 
 
（前 略） 
（支出手続） 

第５条 飲食費の支出を求める教職員（以下「実

施責任者」という。）は、会議等の開催前に飲

食費支出伺（様式１）を部局等（各研究科、各

附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及び

各センター等（国立大学法人京都大学の組織に

関する規程（平成１６年達示第１号。以下「組

織規程」という。）第３章第７節及び第８節並

びに第８節の３から第１１節まで（第４７条第

１項に定める組織のうち図書館機構を除く。）

に定める施設等をいい、組織規程第５６条第１

項の部局事務部等を含む。）、事務本部の各部、

総長オフィス、プロボストオフィス、CFOオフ

ィス、広報室、インスティテューショナル・リ

サーチ室、国際交流室、監事支援室、不正防止

実施本部事務室及び事務改革推進室並びに各共

通事務部並びに監査室をいう。）の長に提出す

るものとする。ただし、会議等の開催前に飲食

費支出伺を提出できない特別の理由がある場合

には、会議等の終了後にその理由を付記した飲

食費支出伺を部局等の長に提出するものとす

る。 

第４条 実施責任者は、クラウドファンディング

を実施しようとするときは、所属部局の長の承

認を得た上で、別紙様式により担当理事に申請

するものとする。 
 
 
 

附 則（令和８年３月総長裁定） 
この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 
 
 
 
 
 
 
（支出手続） 

第５条 飲食費の支出を求める教職員（以下「実

施責任者」という。）は、会議等の開催前に飲

食費支出伺（様式１）を部局等（各研究科、各

附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及び

各センター等（国立大学法人京都大学の組織に

関する規程（平成１６年達示第１号。以下「組

織規程」という。）第３章第７節から第１１節

まで（第４７条の２の規定により定める組織の

うち図書館機構を除く。）に定める施設等をい

い、組織規程第５６条第１項の部局事務部等を

含む。）、各共通事務部及び監査室をいう。）

の長に提出するものとする。ただし、会議等の

開催前に飲食費支出伺を提出できない特別の理

由がある場合には、会議等の終了後にその理由

を付記した飲食費支出伺を部局等の長に提出す

るものとする。 
 
 
 
 
 



 
 

改    正    前 改    正    後 
２・３  （略） 
（後 略） 
 

２・３  （同 左） 
 

附 則（令和８年３月総長裁定） 
この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 
 


